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附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 
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附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

附
属
機
関
の
委
員
等
の
任
命
等
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
五
十
七
年
広
島
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
二
第
一
項
第
十
号
中
「
都
市
局
長
」
を
「
都
市
技
術
審
議
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号

中
「
地
域
政
策
局
地
域
政
策
課
長
」
を
「
地
域
政
策
局
地
域
政
策
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「

農
林
水
産
局
農
林
水
産
総
務
課
企
画
担
当
監
」
を
「
農
林
水
産
局
農
林
水
産
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
項
第

十
二
号
中
「
都
市
局
都
市
政
策
課
長
」
を
「
土
木
局
都
市
計
画
課
長
」
に
改
め
る
。

 

第
一
条
の
三
第
一
項
第
十
号
中
「
都
市
局
長
」
を
「
都
市
技
術
審
議
官
」
に
改
め
る
。

 

第
一
条
の
四
第
二
号
中
「
健
康
福
祉
局
医
療
・
が
ん
対
策
部
長
」
を
「
健
康
福
祉
局
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
都
市
局
長
」
を
「
都
市
技
術
審
議
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「

地
域
政
策
局
過
疎
・
地
域
振
興
課
長
」
を
「
地
域
政
策
局
過
疎
地
域
振
興
課
長
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号

中
「
都
市
局
都
市
政
策
課
長
」
を
「
土
木
局
都
市
計
画
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
都
市
局
長
」
を
「
都
市
技
術
審
議
官
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「

都
市
局
都
市
政
策
課
長
」
を
「
土
木
局
都
市
計
画
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
の
委
員
の
任
命
） 

第
六
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
準
用
す
る
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
判
定
指
導
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
、
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費

等
不
服
審
査
会
の
委
員
と
し
て
任
命
す
る
。

第
三
十
三
条
第
九
号
中
「
都
市
局
長
」
を
「
都
市
技
術
審
議
官
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
都
市
局
建

築
技
術
部
長
」
を
「
土
木
局
建
築
技
術
部
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
二
項
第
五
号
中
「
都
市
局
都
市
政
策
課
長
」
を
「
土
木
局
都
市
計
画
課
長
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し

て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一 

地
域
政
策
局
都
市
圏
魅
力
づ
く
り
推
進
課
長

第
三
十
五
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一 

都
市
技
術
審
議
官

二 

土
木
局
建
築
技
術
部
長

三 

地
域
政
策
局
都
市
圏
魅
力
づ
く
り
推
進
課
長



四 

農
林
水
産
局
農
業
技
術
課
長

五 
農
林
水
産
局
森
林
保
全
課
治
山
担
当
監

六 
土
木
局
都
市
計
画
課
長

七 

土
木
局
下
水
道
公
園
課
長

八 

土
木
局
建
築
課
長

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
審
議
会
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
等
審
議
会
」

に
改
め
、
同
条
中
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
審
議
会
」
を
「
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
等
審
議
会
」
に
、
「
都

市
局
長
」
を
「
都
市
技
術
審
議
官
」
に
改
め
る
。

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


